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請願位置

凡例

・・・請願地

・・・生田緑地

請願第 48 号旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入に関する請願 

②生田緑地整備について 

・生田緑地は樹林地を主体とした公園であり、多摩丘陵に残

された豊かな自然環境を活かした整備を進めています。 

・昭和１６年の都市計画決定以来、事業の完成を目指し整備

を進めていますが、区域内には未だに用地取得を要する民

有地が多く残存しています。 

・長期未整備となっている区域の整備時期や手法について整

理をする必要があります。 

・事業の推進には土地所有者の意向が重要であることから、

確認を行う必要があります。 

・現在、当該計画区域の整備完了に向け取り組んでいるとこ

ろです。 

①生田緑地概要 

公園種別：総合公園 

都市計画決定：昭和１６年３月２２日 

都市計画面積：１７９．２７ヘクタール 

用地取得率：７２．２０パーセント 

供用面積：１１７．４２ヘクタール 

生田緑地の供用状況： 

・雑木林や、谷戸部の湿地、湧水等の貴重な

自然資源が残されており、かつての里山環

境や、周辺の農地、樹林等と一体となった

景観が今に引き継がれています｡ 

・豊かな自然を背景に、岡本太郎美術館、日

本民家園、かわさき宙（そら）と緑の科学

館、藤子・F・不二雄ミュージアム、川崎

国際生田緑地ゴルフ場、ばら苑等の施設が

あり、さまざまな楽しみ方ができる場とな

っています。 
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③請願地の道路について 

・当該道路は、公道と公道を接続する、幅員４メートル、延長約２００メ

ートルの私道です。 

・「私道を市道に認定する基準」に基づき、市道として認定する道路は、公

道と公道を接続する、幅員４メートル以上の私道で、その所有権移転は

寄附が条件です。 

・当該道路は、既に完成しており、上記の認定基準を満たすとともに、道

路の構造の技術的基準などの要件を満たしていることから、土地所有者

からの寄附を前提に、市道として管理することが可能です。 

・これまでも当該道路の所有者に寄附の意向を確認していますが、所有者

の寄附の合意が得られない状況です。 

川崎国際生田緑地ゴルフ場 
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請願第４８号　位置図

・・・請願位置

・・・生田緑地都市計画区域

請願第４８号　旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入に関する請願
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請願地の状況

所有者
個人所有者 Ａ氏 約43,000㎡ ・・・①

Ｂ氏 約 4,500㎡ ・・・②
財務省 約 4,700㎡ ・・・③
合計面積 約52,200㎡

地目：山林
用途地域：第１種中高層住居専用地域
植生の状況：草本類を主体とした草地
土地の使用状況
昭和２４年 稲田登戸病院開院
平成１８年３月３１日 稲田登戸病院閉院
平成１９年～平成２２年 病院建物解体撤去

医療系廃棄物撤去
造成工事
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請願第48号旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入に関する請願

請願地の道路の状況
幅員 ４メートル
延長 約２００メートル
所有者 個人２名と財務省

これまでの経過
平成１９年２月 国家公務員共済組合連合会から道路の寄付の相談
平成１９年３月 道路の寄付受納の要件の回答

要件①道路敷地の権利関係が整理されること
②道路の構造の技術的基準を満たすこと など

平成２０年１月頃 道路の工事の着手とゲートフェンスの設置
平成２２年１１月頃 道路の完成
平成３０年１１月現在 ゲートフェンスが設置されており道路未供用
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